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助役定数条例を廃止する条例を修正可決、平成１７年２月２７日から助役１人制に　

あしやのまち再発見

� � �

町名の由来から

　

平
成
十
五
年
第
二
回
定
例
会
は
、
六
月
十
八
日

（
水
）
に
招
集
さ
れ
、
七
月
九
日
（
水
）
ま
で
の

二
十
二
日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
期
定
例
会
は
、
統
一
地
方
選
挙
後
初
の
議
会

に
な
り
ま
す
。
初
日
に
は
、
議
長
を
は
じ
め
議
会

役
員
の
選
挙
と
常
任
委
員
会
等
の
委
員
の
選
任
を

行
い
、
新
し
い
議
会
の
体
制
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
山
中
新
市
長
は
、
議
案
の
提
出
に
先
立

ち
所
信
表
明
を
行
い
、『
財
政
再
建
』
こ
そ
が
私

に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。
ま
た
、
今
年
中
に

は
『
庭
園
都
市
宣
言
』
を
行
い
た
い
な
ど
の
基
本

方
針
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
芦
屋
市
市
税
条

例
の
一
部
改
正
案
や
人
事
案
件
な
ど
十
八
案
件
の

提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
員
か
ら
は
、
助
役
定
数
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
の
制
定
案
や
、
市
議
会
議
員
の
報
酬
の
削
減
案

二
件
の
計
三
議
案
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
の
助
役
の
選
任
議
案
は
、
本
年
三
月

に
退
職
の
後
任
助
役
の
選
任
を
行
う
も
の
で
あ
り
、

ま
た
議
員
提
出
の
助
役
定
数
条
例
の
廃
止
案
は
、

平
成
七
年
に
制
定
し
た
助
役
二
人
制
を
廃
止
し
、

助
役
を
一
人
に
戻
す
と
い
う
も
の
で
す
。

　

六
月
三
十
日
（
月
）
の
本
会
議
で
、
助
役
二
人

制
の
廃
止
案
は
、
施
行
日
を
平
成
十
七
年
二
月
二

十
七
日
に
修
正
の
う
え
可
決
し
、
市
長
か
ら
提
出

の
助
役
の
選
任
議
案
に
同
意
し
ま
し
た
。
ま
た
、

議
員
提
出
の
議
員
報
酬
の
削
減
案
二
件
は
否
決
し

ま
し
た
。
他
の
市
長
提
出
議
案
に
つ
い
て
は
、
初

日
及
び
最
終
日
に
、
い
ず
れ
も
承
認
、
同
意
あ
る

い
は
可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
最
終
日
の
七
月
九
日
（
水
）
に
は
市
長

か
ら
、
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
議
案
の
提
出
が

あ
り
、
同
意
し
ま
し
た
。
議
員
か
ら
は
「
税
源
移

譲
を
基
本
と
す
る
『
三
位
一
体
』
改
革
の
早
期
実

現
を
求
め
る
意
見
書
」
な
ど
二
件
の
提
出
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
可
決
し
ま
し
た
。

若宮町のまちなみ若宮町のまちなみ

宮川沿いに立つ地蔵さん宮川沿いに立つ地蔵さん

【
４
月
】

【
５
月
】

　

日
▼
代
表
者
会
議

１６
　

日
▼
新
議
員
説
明
会

３０【
６
月
】

５
日
▼
前
助
役
収
賄
事
件
調
査
特
別

　
　
　

委
員
会

６
日
▼
新
議
員
説
明
会

　

日
▼
議
員
総
会

１１
　

日
▼
議
案
説
明
会

１２
　

日
▼
代
表
者
会
議

１６
　

日
▼
全
体
協
議
会

１７
　
　

▼
代
表
者
会
議

　

日
▼
全
体
協
議
会

１８
　
　

▼
本
会
議
（
定
例
会
第
１
日
）

　
　
　

正
副
議
長
等
選
挙
、

　
　
　

提
案
説
明
、
委
員
会
付
託
等

　
　

▼
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▼
総
務
常
任
委
員
会

　
　

▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

　
　

▼
建
設
常
任
委
員
会

　

日
▼
委
員
長
会
議

２０
　

日
▼
建
設
常
任
委
員
会

２３
　

日
▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

２４
　

日
▼
総
務
常
任
委
員
会

２５
　

日
▼
議
会
運
営
委
員
会

２７
　
　

▼
代
表
者
会
議

　
　

▼
政
治
倫
理
審
査
会

　

日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
２
日
）

３０
　
　
　

助
役
定
数
議
案
等
採
決
、

　
　
　

一
般
質
問

【
７
月
】

１
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
３
日
）

　
　
　

一
般
質
問

２
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
４
日
）

　
　
　

一
般
質
問

３
日
▼
建
設
常
任
委
員
会

　
　

▼
総
務
常
任
委
員
会

　
　

▼
代
表
者
会
議

８
日
▼
全
体
協
議
会

　
　

▼
代
表
者
会
議

　
　

▼
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会

９
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
５
日
）

　
　
　

各
常
任
委
員
長
報
告
、

　
　
　

討
論
、
採
決
、

　
　
　

追
加
議
案
処
理
等

　
　

▼
議
会
報
編
集
委
員
会

　
　

▼
議
員
互
助
会
理
事
会

改選後の初議会開催、正・副議長など議会役員を選出　　

あしや市議会だより 
今年から７月３０日発行に

　市議会だよりは、原則として定例会最終日

の翌月の３０日に発行しています。

　６月定例会の報告を行う「あしや市議会だ

より」は、平成７年の阪神・淡路大震災以後、議

員の任期の関係で６月定例会の最終日が７月

にずれ込むことになったため、８月３０日に発

行してきましたが、発行まで日にちが開きま

すので、今年から、７月３０日に発行します。

　宮川にかかっている常盤橋を東に渡ったところ、
その角地には昔をしのぶ地蔵さんがまつられてい
ますが、ここから打出商店街までを東西とし、阪
神電鉄と国道４３号線に南北をはさまれた地域が若
宮町とよばれています。昭和１９年（１９４４）の町名
改正以前には三反田・若宮・宮川の三つの小字名
がありました。若宮はむかしそこに仁徳天皇をま

つる若宮神社があったことにちなんでつけられ
ました。この神社は春日町にあった春日神社な
どとともに町宮とよばれるもので、明治４１年
（１９０８）に打出天神社でいっしょにまつられるこ
ととなり、いまは宅地になっています。
　　　　（『あしや子ども風土記
　　　　　　　　　芦屋の地名をさぐる』から）


